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④都市計画と整合の図れる場所（鷲津駅）
第６章 都市機能誘導区域：（１）都市機能誘導区域の設定方針

1,500㎡を超える店舗等が⽴地可能である商業系用途地域など
都市計画との整合の図れる場所とする

※●：1,500㎡を超える店舗等が立地可能
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④都市計画と整合の図れる場所（新所原駅）
第６章 都市機能誘導区域：（１）都市機能誘導区域の設定方針

1,500㎡を超える店舗等が⽴地可能である商業系用途地域など
都市計画との整合の図れる場所とする

※●：1,500㎡を超える店舗等が立地可能
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④都市計画と整合の図れる場所（新居町駅）
第６章 都市機能誘導区域：（１）都市機能誘導区域の設定方針

1,500㎡を超える店舗等が⽴地可能である商業系用途地域など
都市計画との整合の図れる場所とする

※●：1,500㎡を超える店舗等が立地可能


